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令和８年第２回吉川市農業委員会定例総会（会議録）

 
開 催 年 月 日 　令和８年２月２５日（水）

 
開 催 場 所 　吉川市役所３０４・３０５会議室

 
開 議 時 刻 午後１時３０分

 
閉 議 時 刻 午後２時３７分

 
席次 氏 名 出 欠 席次 氏 名 出 欠

 
１ 吉澤　宏 出 席 １１ 馬巻　俊一 出 席

 
２ 山﨑　幸雄 出 席 １２ 髙鹿　訓子 欠 席

 
３ 関根　基弘 出 席 １３ 宇野　直樹 欠 席

 
４ 大澤　利行 出 席 １４ 立原　司朗 出 席

 
５ 萩原　豊子 出 席 ① 清水　正 出 席

 
６ 吉岡　初代 出 席 ② 山口　新市 出 席

 
７ 鈴木　繁 出 席 ③ 吉野　武司 出 席

 
８ □田　満 出 席 ④ 多々良　俊明 出 席

 
９ 染谷　直志 出 席 ⑤ 山﨑　成一 出 席

 
１０ 石川　昌良 出 席 ⑥ 名倉　定一 欠 席

 
議 事 日 程

 
第１ 

第２ 

第３ 

第４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

開会 

会長あいさつ及び議長就任 

会議録署名委員等の指名等について 

報告第１号　農地法第３条の３第１項の規定による届出の受理について

（１番～５番） 

報告第２号　農地法第４条第１項第７号の規定による届出の受理につい

て（１番～４番） 

報告第３号　農地法第５条第１項第６号の規定による届出の受理につい

て（１番～４番） 

報告第４号　農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について

（１番） 

報告第５号　農地の改良に係る届出について（１番） 
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第５ 

 

 

 

第６ 

 

 

第７

議案第１号　農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画（農

地中間管理事業）の決定について（１番～４番） 

議案第２号　農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条に係る農用

地利用集積等促進計画の決定について（１番～３番） 

その他 

・諸般の報告について 

・その他 

閉会
 

事務

局出

席者

農業委員会事務局　 

森事務局長　柴山係長　小杉副主査　砂川主任専門員

 １　開会 

森事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 会長あいさつ 

　立原会長 

 

森事務局長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

　ただ今より、「令和８年第２回吉川市農業委員会定例総

会」を開会いたします。委員の皆様、よろしくお願いしま

す。 

まず配付資料の確認をいたします。定例総会次第（両面印

刷）、諸般の報告、議案書、農地パトロール報告書、吉川市

農業者緊急支援金のちらし、農委だより第７７号、視察研修

会会計報告、公売広報となります。不足がありましたら合図

をお願いいたします。 

また、宇野直樹会長職務代理、髙鹿訓子委員、名倉定一推

進委員については、所要により欠席する旨の連絡を受けてお

ります。 

　それでは、定例総会の開催に当たり、立原会長よりごあい

さつをお願いいたします。 

 

 

（あいさつ） 

 

立原会長ありがとうございました。 

委員会の進行につきましては、吉川市農業委員会会議規則

第５条の規定により、会長が行うこととなっておりますの

で、早速ですが、立原会長にお願いいたします。 

 

それでは、次第に沿いまして議事を進めてまいります。進

行にご協力をお願いいたします。 
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 ３　会議録署名

委員の指名につ

いて 

　議長 

 

 

 

 

　次回内容調査

会の日程につい

て 

　議長 

 

 

 

 

 

 

次回内容調査

会委員の指名に

ついて 

議長　 

 

 

 

 

 

 

　内容調査委員 

 

　議長 

 

 

 

 

 

 

 

　次回定例総会

について 

　議長 

 

 

 

 

 

次第３の「会議録署名委員の指名について」でございます

が、私から指名させていただきます。次第の裏面の１をご覧

ください。１０番石川昌良委員、１１番馬巻俊一委員にお願

いいたします。 

 

 

 

 

次に、２の「次回の内容調査会の日程、場所について」で

ございます。 

日程については、令和８年３月１９日（木）午後１時から

議案等該当箇所の現地調査、午後３時から申請者への内容調

査となります。場所については、市役所２階の２０４会議室

で行います。 

 

 

 

 

次に、３の「次回の内容調査会委員の指名について」でご

ざいます。旭地区から１番吉澤宏委員、三輪野江地区から７

番鈴木繁委員、吉川地区から１２番髙鹿訓子委員にお願いい

たします。髙鹿委員は本日欠席ですが、内容調査会は出席で

きる旨連絡を受けています。吉澤委員、鈴木委員のご都合は

よろしいでしょうか。 

 

（はいの声） 

 

繰り返します。次回の内容調査会、令和８年３月１９日

（木）午後１時から議案等該当箇所の現地調査、午後３時か

ら申請者への内容調査となります。場所については、市役所

２階の２０４会議室で行います。 

内容調査委員につきましては、旭地区から１番吉澤宏委

員、三輪野江地区から７番鈴木繁委員、吉川地区から１２番

髙鹿訓子委員にお願いいたします。 

 

 

 

次に、４の「次回の定例総会の日程、場所について」でご

ざいます。日程については、令和８年３月２５日（水)午後１
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４　報告 

　議長 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

他委員 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

他委員 

 

議長 

 

 

　議長 

 

 

 

　事務局 

 

　議長 

 

 

　他委員 

 

時３０分から、場所については、市役所２階の２０２会議室

にて行います。委員各位のご了解をお願いいたします。 

 

 

それでは、次第４の報告に入ります。「報告第１号　農地

法第３条の３第１項の規定による届出の受理について」でご

ざいます。事務局から説明をお願いいたします。 

 

（報告第１号１番から５番の朗読） 

 

事務局より報告がありました、報告第１号について、委員

各位のご意見を伺います。ご意見はございますか。 

 

（なしの声） 

 

ご意見がないようですので、報告第１号については問題な

しとさせていただきます。 

 

次に、「報告第２号　農地法第４条第１項第７号の規定に

よる届出の受理について」でございます。事務局から説明を

お願いいたします。 

 

（報告第２号１番から４番の朗読） 

 

事務局より報告がありました、報告第２号について、委員

各位のご意見を伺います。ご意見はございますか。 

 

（なしの声） 

 

ご意見がないようですので、報告第２号については問題な

しとさせていただきます。 

 

次に、「報告第３号　農地法第５条第１項第６号の規定に

よる届出の受理について」でございます。事務局から説明を

お願いいたします。 

 

（報告第３号１番から４番の朗読） 

 

事務局より報告がありました、報告第３号について、委員

各位のご意見を伺います。ご意見はございますか。 

 

（なしの声） 
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 　議長 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

他委員 

 

　議長 

 

 

　議長 

 

 

　事務局 

 

　議長 

 

 

 

　関根委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見がないようですので、報告第３号については問題な

しとさせていただきます。 

 

次に、「報告第４号　農地法第１８条第６項の規定による

通知書の受理について」でございます。事務局から説明をお

願いいたします。 

 

（報告第４号１番の朗読） 

 

事務局より報告がありました、報告第４号について、委員

各位のご意見を伺います。ご意見はございますか。 

 

（なしの声） 

 

ご意見がないようですので、報告第４号については問題な

しとさせていただきます。 

 

　次に、「報告第５号　農地の改良に係る届出について」

でございます。１番を事務局から説明をお願いいたします。 

 

　（報告第５号１番の朗読） 

 

この件については内容調査会が実施されております。関根

基弘内容調査員から内容調査会での結果の報告をお願いしま

す。 

 

令和８年２月２０日に行いました報告第１号１番の内容調

査会での調査の結果を報告いたします。 

届出人の住所、氏名は、先ほど事務局が報告したとおりで

す。内容調査会には〇〇〇の〇〇氏が出席され、届出人との

関係は〇〇です。 

届出地については、案内図の１ページのとおりです。内容

調査員と事務局で現地を訪問し、現況も農地であることを確

認しました。埋立をする理由としては、田を畑にして自己消

費の野菜を作付けするためです。 

工事計画として、請負業者は〇〇〇で、工事予定期間は３

０日間です。埋め立てをする土の搬出元は、〇〇〇の資材置

場です。土質は赤土で土量は〇〇〇平方メートルです。工事

完了後の利用計画として、作物は大根、じゃがいも、茄子を

作付けし、耕作は届出人が行います。被害防除策として、法

面を整備して防除を行います。土地改良区の意見書は、葛西

用水路土地改良区の意見書が添付されています。 
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　議長 

 

 

　石川委員 

 

 

 

　事務局 

 

 

 

 

 

 

　石川委員 

 

 

　事務局 

 

　石川委員 

 

 

 

　事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

　農業委員会からのお願いとして、代理人を通して届出人へ

次のことを伝えました。工事着工前に、どんな土で埋めるの

かを届出人が確認すること。隣地と盛土の高さ等でトラブル

のないように届出人が気を付けること。盛土の高さは市環境

保全条例施行令で接道道路面より１０ｃｍまでとされている

こと。工事期間中は業者任せにしないで、事業主である届出

人が管理、監督に十分気を付けること。農地改良事業の責任

者は届出人である土地所有者自身であること。以上を代理人

に伝えたところ、了承されました。 

調査員からの意見は特にありません。 

 

結果報告を頂きました報告第５号１番について、委員各位の

ご意見を伺います。ご意見はございますか。 

 

　届出人の自宅〇側に使用していない農地がありますが、使

っていない農地があるのに、新たな農地の改良を行うことは

妥当なのでしょうか。 

 

　届出人の自宅〇側農地については、以前から相談を受けて

おります。耕作するために色々やってみたが作物が育たない

状況が続き、掘り返したところ、下のほうにガラが入ってい

たとのことです。以前田だった頃に埋められた様子があった

と近隣の方からも聞いており、やむを得ないものと判断しま

した。 

 

　その農地には現状柵が設けられており、人工芝のようなも

のが敷いてあるのですが、支障はないのでしょうか。 

 

　雑草防除のために敷いているものと聞いております。 

 

　新たに農地改良を行う費用があるのであれば、現在所有し

ている自宅〇側農地のガラを取って土を入れ替えたほうがい

いのではないかと考えますが、いかがでしょうか。 

 

　現在所有している農地の土を入れ替えた場合の費用につい

て詳細は伺っておりませんが、以前掘ったときにかなり深い

ところまでガラが埋まっていたと聞いております。新たに農

地改良を行う場所については田として管理されてきた場所

で、費用的には安く出来ることから、新たな農地改良を行う

ことになったとのことです。 
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 　立原委員 

 

 

 

 

　事務局 

 

 

 

 

 

　議長 

 

　他委員 

 

　議長 

 

 

５　議案審議 

議長 

 

 

 

 

 

　他委員 

 

　議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

　多々良推進委員 

 

　議長 

 

 

　清水推進委員 

 

　面積が〇反に満たないようだが、分筆等を行っているので

しょうか。また、埋立にあたり、申請地の周辺は道路が狭い

のですが、土を搬入する車両、搬入経路等ご説明をお願いし

たい。 

　 

　登記簿を確認しますと、面積については昭和４１年の土地

改良法に基づく換地以降、変更がありません。土を搬入する

車両等についてですが、重機や土は２トンダンプで〇側〇道

から入ってきて搬入する計画となっています。また、使用す

る重機については、小型のバックホーとなっております。 

 

　他にご意見はございませんか。 

 

　（なしの声） 

 

　ご意見がないようですので、報告第５号１番については問

題なしとさせていただきます。 

 

 

引き続き、次第５の議案審議に入ります。「議案第１号　

農地経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画（農地

中間管理事業）の決定について」です。議案第１号の審議前

ですが、１番から４番の借受人が同一なので、一括審査して

よろしいか伺います。一括審査で宜しいでしょうか。 

 

（はいの声） 

 

それでは議案第１号１番から４番を一括審査いたします。

なお、議案第１号１番から４番は、利用権の設定を受ける者

（借受人）が同一となりますので、利用権の設定を受ける者

（借受人）及び利用権の設定を受ける者の農業経営の状況等

（耕作面積、世帯員、従事者）は、議案第４号１番で説明

後、２番から４番は省略して説明していただくようお願いし

ます。それでは、１番２番を多々良俊明担当推進委員からご

説明をお願いいたします。 

 

（議案第１号１番２番を朗読） 

 

引き続き、３番を清水正担当推進委員からご説明をお願い

いたします。 

 

（議案第１号３番を朗読） 
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 　議長 

 

 

　山口推進委員 

 

　議長 

 

 

　他委員 

 

　議長 

 

 

　他委員 

 

　議長 

 

 

　議長 

 

 

 

 

 

 

 

　吉澤委員 

 

　議長 

 

　他委員 

 

　議長 

 

　立原委員 

 

　議長 

　(吉澤委員) 

 

 

　多々良推進委員 

 

 

引き続き、４番を山口新市担当推進委員からご説明をお願

いいたします。 

 

（議案第１号４番を朗読） 

 

説明を頂きました議案第１号１番から４番について、委員

各位のご意見を伺います。ご意見はございますか。 

 

（なしの声） 

 

ご意見がないようですので、採決に入ります。議案第１号

１番から４番につきまして賛成の方の挙手をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

挙手全員ということで議案第１号１番から４番の農用地利

用集積計画は原案のとおり決定いたします。 

 

次に議案第２号「農地中間管理事業の推進に関する法律第

１８条に係る農用地利用集積等促進計画の決定について」で

す。議案第２号１番の審議前でございますが、私が借受人と

なる議案の審議となりますので、議事進行を交代いたしま

す。本来は宇野会長職務代理と交代するところですが、本日

欠席されておりますので、私から指名させていただきます。

議席番号１番の吉澤委員、お願いできますでしょうか。 

 

（はいの声） 

 

　委員の皆様もよろしいでしょうか。 

 

　（はいの声） 

 

それでは、議事進行を交代いたします。 

 

（立原司朗農業委員退室） 

 

　それでは、引き続き議事の進行を進めます。ご協力よろし

くお願いいたします。１番について、多々良俊明担当推進委

員からご説明をお願いいたします。 

 

（議案第２号１番を朗読） 
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 議長 

 

 

　他委員 

 

　議長 

 

 

　他委員 

 

　議長 

 

 

　議長 

 

 

　立原委員 

 

　議長 

　(立原会長) 

 

　議長 

 

 

　清水推進委員 

 

　議長 

 

 

　他委員 

 

　議長 

 

 

　他委員 

 

　議長 

 

 

　議長 

 

 

　山口推進委員 

説明を頂きました議案第２号１番について、委員各位のご

意見を伺います。ご意見はございますか。 

 

（なしの声） 

 

ご意見がないようですので、採決に入ります。議案第２号

１番につきまして賛成の方の挙手をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

挙手全員で議案第２号１番の農用地利用集積等促進計画に

ついては、原案のとおり決定いたします。 

 

立原委員が関係する議案が終了しましたので、立原委員の

入室を認めます。 

 

（立原司朗農業委員入室） 

 

それでは、引き続き議事の進行を進めます。ご協力よろし

くお願いいたします。 

 

引き続き、２番を清水正担当推進委員からご説明をお願い

します。 

 

（議案第２号２番を朗読） 

 

説明を頂きました議案第２号２番について、委員各位のご

意見を伺います。ご意見はございますか。 

 

（なしの声） 

 

それでは、採決に入ります。議案第２号２番につきまして

賛成の方の挙手をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

挙手全員で議案第２号２番の農用地利用集積計画について

は、原案のとおり決定といたします。 

 

引き続き、３番を山口新市担当推進委員からご説明をお願

いします。 

 

（議案第２号３番を朗読） 
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　議長 

 

 

　他委員 

 

　立原会長 

 

 

 

　事務局 

 

 

 

　議長 

 

 

　他委員 

 

　議長 

 

 

　議長 

 

 

６　その他 

　議長 

 

 

　事務局 

　議長 

 

　議長 

 

 

　事務局 

　 

 

 

 

 

 

 

 

説明を頂きました議案第２号３番について、委員各位のご

意見を伺います。ご意見はございますか。 

 

（なしの声） 

 

私から確認です。〇〇〇の耕作面積についてですが、利用

権等で農地を集積していると思われますが、誤りではないで

しょうか。 

 

利用権等での農地集積ですが、代表者の個人名での農地集

積が多く、会社としての農地集積については議案書に記載の

ある耕作面積となっております。 

 

それでは、採決に入ります。議案第２号３番につきまして

賛成の方の挙手をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

挙手全員で議案第２号３番の農用地利用集積計画について

は、原案のとおり決定といたします。 

 

　以上で議案審議を終了いたします。議事の進行にご協力い

ただきありがとうございました。 

 

 

次第６のその他に移ります。諸般の報告について、事務局

から説明をお願いいたします。 

 

　（諸般の報告の朗読） 

　（補足説明） 

 

　続きまして、よしかわ農委だより第７７号について、事務

局より報告をお願いします。 

 

１月の定例総会で最終案をご確認いただきました、「よし

かわ農委だより第７７号」が出来上がりましたことを報告い

たします。農委だよりについては、２月２７日（金）に行わ

れる農事組合長会議で配布される営農計画書と併せて、各農

家に発布する予定となっております。また、各サービスセン

ター窓口、農業委員会事務局窓口に設置し、市ホームページ

にも掲載いたします。 
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　議長 

 

 

 

　事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

　議長 

 

 

　他委員 

 

　議長 

 

　事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数回にわたり、農委だより編集委員会にご参加いただい

た編集委員の皆様、大変お疲れさまでした。編集委員ではな

い委員の皆様からも、記事内容の提案等ご協力いただければ

と思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 

次に、１月定例総会の「議案第３号　農地法第５条第１項

の規定による許可申請の意見決定について」の２番につい

て、事務局から説明がありますのでよろしくお願いします。 

 

　１月定例総会の議案第３号２番、〇〇〇外〇筆に〇〇〇が

駐車場を計画した案件で、馬巻委員と山口推進委員から、申

請地〇側の事務所敷地の地目について、会社の従業員数、売

上高についてご質問をいただいておりました。代理人に確認

したところ、従業員数は令和〇年〇月末現在で〇〇人、売上

高は総売上〇〇〇円、そのうち営業利益〇〇〇円とのことで

す。また、申請地〇側の事務所敷地及びその通路の地目につ

いては、地目は宅地になっておりました。 

 

事務局から説明がありました、１月定例総会の議案第３号

２番について、ご意見はございますか。 

 

　（なしの声） 

 

続きまして事務局から発言ありますか。 

 

　５点連絡事項がございます。 

　１点目は、「吉川市農業者緊急支援金」についてです。市

内で農業を営む農業経営者に対し、国の重点支援地方交付金

を活用し、２月臨時議会で可決し、対応することとなったも

ので、イネカメムシ被害対策費、鳥獣被害対策費、高温障害

対策費、熱中症対策費の経費の一部を支援するものです。給

付の対象者、支援金の金額、申請方法については、ちらし裏

面をご確認ください。申請様式については、QR コードを読み

込んでいただくと、市ホームページからダウンロード出来ま

す。申込期間は令和８年３月２日から令和８年９月３０日と

なっておりますが、予算に限りがありますので、早めの申請

をお願いいたします。認定農業者の方へは郵送で配布してお

り、農事組合長を通じて配布をお願いしておりますので、委

員の皆様にも活用いただきたいですし、近隣農家等への周知

を是非お願いいたします。 

　２点目は、「視察研修会会計報告」についてです。２月１

０日（火）に行いました視察研修会の会計報告になります。

運転手の昼食代、高速道路料金、視察先への手土産代、視察
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　議長 

 

 

　他委員 

 

　事務局 

 

 

 

 

 

 

　議長 

 

 

　他委員 

 

先への御礼の手紙の用紙代について、農業委員会としての共

通の経費としておりますので、参加されなかった方にも負担

をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

　３点目は、「公売広報」についてです。関東信越国税局か

ら公売広報が届いております。吉川市では大字関新田地内の

２筆が対象となっておりますので、参考に配布させていただ

きました。対象農地を購入する場合は、農地法３条の適格者

証明書を添付して関東信越国税局へ申請する必要がありま

す。この適格者証明書については、農業委員会定例総会で承

認を得る必要がありますので、購入を希望される方がおりま

したら、農業委員会へ事前に相談するよう案内してくださ

い。公売の入札期間は令和８年５月１日（金）から１２日

（火）となっております。適格者証明書の申請受付期間は、

３月定例総会分が３月５日（木）から１０日（火）、４月定

例総会分が４月６日（月）から９日（木）となります。 

　４点目は、「３月定例総会での提出物」についてです。１

２月定例総会の際に「農地利用最適化推進１・１・１運動報

告書」を、１月定例総会の際に「遊休農地一覧表」を、３月

定例総会時にご提出いただくようお願いしておりますので、

よろしくお願いいたします。 

　５点目は、「農業委員会活動記録簿」についてです。毎月

ご記入いただいていますが、記入用紙がなくなってしまった

との声がありましたので、印刷したものをご用意していま

す。必要な方は、定例総会終了後事務局までお声かけくださ

い。 

 

　１点、郵便事情について皆さんに確認させてください。今

月の議案書ですが、今週届いた方はいらっしゃいますか。 

 

　（３名挙手） 

 

　基本的には受付期間終了後、翌日か翌々日に、内容調査会

の前々日には届くように発送しております。内容調査会の担

当委員へは直接持参していますが、内容調査会までに届かな

いようでしたら、事務局までご連絡ください。郵便局から

は、市内であれば発送の翌々日には到着すると聞いておりま

すので、郵便局にも確認します。 

 

　最後になりますが、その他事務局、またはご出席の委員か

らご発言はありますか。 

 

　（なしの声） 
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 　議長 

 

 

 

　事務局 

 

 

 

 

 

　ご発言がないようですので、これで議長の任を解かせてい

ただきます。長時間にわたり進行にご協力いただきありがと

うございました。進行を事務局にお渡しいたします。 

 

立原会長、ありがとうございました。 

委員の皆様、長時間にわたり、ご審議大変お疲れ様でし

た。以上をもちまして、令和８年第２回吉川市農業委員会定

例総会を閉会します。議案書、活動記録、農地パトロール報

告書を回収に伺いますので、お手元のクリアファイルに入れ

て、机の上に置いてください。また、関根委員、山崎委員に

つきましては、内容調査会で書いていただいた調査用紙もあ

わせてクリアファイルに入れてください。ご協力お願いいた

します。 

　 

（閉会１４時３７分） 

 
上記、会議の顛末に相違な

い事を証明するため署名す

る｡ 

令和　　年　　月　　日

　会 長　

 
　署名委員　

 
　署名委員　


